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基発 0410第 3号

平成 27年 4月 10日

厚生労働省労働恭準局長

労働時間等設定改善対策の推進について

労働基準行政の推進につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り、｝草く御

礼申し上げます。

さて、標記対策については、仕事と生活の調和の推進という観点から、これまでも

御協力依頼をさせていただいているところです。

「労働時間等の設定の改善に関する特別措霞法（平成4年法律第 90号） Jは、労

働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応するため、労働時間等の設

定を改善することを局的としてタ〉ますが、特に労働者が健康で充実した生活を送るた

めには、長時間労働を抑制するとともに、年次有給休暇の取得促進を図ることが重要

であり、これらを進めていくことが仕事と生活の調和を実現するためにも必要不可欠

なものと考えています。

しかしながら、我が閣の労働時間の現状をみると、週労働時間 60時間以上の労働

者の割合は依然として高水準で推移し、また、年次有給休暇の取得率については5割

合下回る状況にあります。

厚生労働省としては、長時間労働対策を総合的に推進するため、平成 26年9月 30

日に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部Jを設置するとともに、

平成 27年 1)'Jまでに各都道府県労働局において「働き方改革推進本部」を設置し、

企業トップへの働きかけを行うなど企業の自主的な取組を促進しているところです。

このため、企業等における長時間労働の抑制と年次有給休椴の取得促進を一層推進

する観点から、社会的気還の醸成や労使の主体的な取組を支援する方策の強化などを

盛り込んだ「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」 （平成 27年4

月 10日付け基発 0410第2号）を、本日、都道府県労働局長あて通達しましたので、

貴職におかれましては、引き続き、本対策の実施に当たり、御理解と御協力をいただ

きますようお願いいたします。

また、本対策において、 10月を「年次有給休暇取得促進期間Jとして集中的な周知・

広報を行う他、夏季、年来年始等の年次有給休暇が取得しやすい時季に、集中的に年

次有給休暇の取得促進に｜向けて労使等への働きかけを行うこととしておりますので、

貴職におかれましても、このj趣旨を御理解の上、都道府県民の福祉の向上等の観点か

ら、都道府県労働局と連携を図りつつ、取組の積極的な実施に向けて、御協力を賜り

ますようお風船、申し上げます。


